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研究成果の概要（和文）：本研究では、旧東欧社会主義国のメディア変容について、1)メディア秩序を巡る国際的論議
についての検討、2) EUによるメディア政策の考察、3)社会主義システムの残存から生じる諸問題の考察：チェコとセ
ルビアの比較、などのテーマに関して、文献研究および旧社会主義国にインタビューに基づいて、社会主義体制の崩壊
からEU統合へ至る過程について総体的に考察した。
社会主義に基づくメディア・システムは、東欧各国がEU加盟を果たした後も影響を及ぼしている。

研究成果の概要（英文）：This research deals with the transition of East European media. Main interests are
 as follows, 1) Rethinking Debates on Global Communication. 2) EU Media Policy and the adaption by the app
licant countries.3) Similarity and differences of problems to be solved, comparing Czech and Serbia. Legac
ies of Socialist Media System are still observed, even after East European countries succeeded in being me
mbers of EU.Both Literature Review and interviews in some former socialist countries, including Czech, Ser
bia, Bosnia and Inner Mongolian and etc. were conducted.
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
グローバル・コミュニケーション研究は、

事例として、戦争や紛争、政治・外交的摩擦
の表出とメディアの関わり（天安門事件や湾
岸戦争、旧ユーゴスラヴィア紛争、さらに 9・
11 事件など）を取り上げることが多いのだが、
分析が断片的かつ状況的なものにならざる
を得ない。市井の人々が世界をどのように理
解して賢明な判断をすれば良いのかという、
社会の要請に応えられていない現状がある。
しかし、本研究の対象となる EU 東方拡大政
策の経験は、グローバル化時代を象徴し、社
会変動とマス・コミュニケーションとの関わ
りを検証できる有用な事例である。 

1989 年に東欧で体制転換が生じた際、西
側から浸透する衛星放送の影響力が強調さ
れた。国境を越えるコミュニケーション活動
を考察する際に、湾岸戦争時の情報統制とい
う負の側面に対し、民主化の促進という正の
側面を支持する根拠となった。しかしこの理
解にはメディア環境に関する致命的な誤謬
が含まれている。1980 年代以降の社会主義に
おけるメディア状況は、マスコミ論が提示し
て来た従来の枠組（シーバート他(1956)『マ
ス･コミの自由に関する四理論』など）では
捉えられないものとなり（清水真(2002) 「東
欧旧社会主義国における国営テレビの変容
～チェコ・スロヴァキアの事例を中心に～」
など）、大幅な修正が必要である。またこの
地域では社会主義体制崩壊後に、表現の自由
とメディアの活動に関わる様々な混乱が噴
出した。東方拡大で EU 加盟を果たした多く
の旧社会主義では、EU が求める課題をクリア
してその一員になったとはいえ、社会主義時
代に醸成された独特なメディア観が色濃く
残り、そこではマス・メディアの大きな影響
力が憂慮されている。狭量なナショナリズム
の要因の一つとして挙げられる場合もある。 

ところで、情報のグローバル化の進行は世
界中で遍く均等に進展しているのでなく、主
たる推進力も地域によって様々に異なって
いる。例えば東アジアにおけるマス・コミュ
ニケーション環境の変容は、大衆文化のグロ
ーバル化市場において、広告を財源とする商
業メディアが躍動的な展開を示し、しかしそ
の展開は、韓流に象徴される“国家の文化産
業政策”に大きく依存している。そうした文
脈を正確に捉えて、国際コミュニケーション
研究においても、制度的・法的枠組みを検討
する「制度的アプローチ」と、諸制度の有機
的関連づけによる効果の向上を図る「機能的
アプローチ」の統合を図る必要がある。ヨー
ロッパ諸国が多国間協議で築き上げた経験
は、他地域特に東アジアでも必要不可欠にな
っている。 
 
２．研究の目的 

本研究の目的は、ヨーロッパにおけるメデ
ィア環境の変容を、東欧の旧社会主義国に足
場を置いて、1980 年代から 2000 年代という

比較的長期にわたる変容を、総体的に考察す
ることにある。 

本研究の意義は第一に、この時期の欧州で
は、社会主義体制の崩壊やＥＵ拡大など、社
会の大きな変化とメディアの関係を研究す
るにあたって鍵となる事象が多く発生した
ことから、当該地域の総体的な分析が、メデ
ィア研究の発展に大きく貢献すること。 

第二に、旧社会主義国に注目することによ
って、欧州メディア環境の変容に関する先行
研究の知見を覆す可能性が生じること。 

第三に、EU や全欧州安全保障協力会議（現
OSCE）などの多国間協議による調整によって
も、旧体制（社会主義）によって醸成された
メディア観が払拭されず、EU の現状に不安定
要素をもたらしている要因を明らかにでき
ること。そして第四に、メディア領域につい
ても欧州の経験を実証的に考察することは、
「東アジア共同体」構想にとって重要な貢献
となること、である。 
 
３．研究の方法 

グローバル・コミュニケーション論は、方
法論として確立しているとは言い難い。国際
的なメディア秩序の再構築がもたらすメデ
ィア・システムの変容は多岐にわたる。本研
究では、メディア変容を、1)時系列的分類（→
前記：機能的アプローチへ）と 2)主題的分類
（→前記：制度的アプローチへ）をクロスさ
せることにより、複眼的な分析を行うことを
目指した。 

まずメディア変容を、3期に分類した。す
なわち第 1期、東欧社会主義体制の崩壊まで
の 1980 年代というメディア変容の芽生えの
時期。そして第２期は、東欧各国で新たな放
送法が制定されメディア売買劇が繰り広げ
られた 1995 年頃を中心とする混乱期。第 3
期は、多国間協議による国際ルールが策定さ
れ各国へ浸透した 1990 年代後半から 2000 年
代である。 
上記の時代区分に①メディア秩序を巡る国

際的・地域的論議に関する検討、② EU およ
び EC 時代のメディア政策の再検討、③ 国営
放送の独占から公共放送・商業放送による並
存体制へ移行する過程の諸問題、④移行期の
メディアの内容分析、という各主題をクロス
させて研究を行った。 

この段階で、東欧地域研究や国際政治学の
業績を援用する方法、特に小森田秋夫(2008)
『体制転換と法 ポーランドの道の検証』を
参照し、メディア環境の変容を促す国際的環
境と、社会主義的メディア観の残存を許す国
内的環境の桎梏の様相を、分析・検討した。 
 
４．研究成果 
(1)メディア秩序を巡る国際的・地域的論議

に関する検討 
東欧旧社会主義国が関わる国際的なコミ

ュニケーション秩序論議としては、EU への加
盟申請の前に、二つの経験がある。一つはユ



ネスコにおける「新世界情報コミュニケーシ
ョン秩序（NWICO、東側では NIICO）」であり、
もう一つは全欧州安全保障会議（CSCE）の第
3 バスケットにおける論議である。NWICO に
おいては、情報の「自由な流れ」（西側）と
「均衡ある流れ」（東側・非同盟諸国）とい
う二つの考え方が対立した。結局 NWICO は、
西側への対抗言説としての機能以外には各
国の状況に大きな効力を及ぼさないまま、ア
メリカのユネスコ脱退・東欧社会主義の崩壊
により議論の場を失ってしまった。反対に、
同時代には多くの批判にも晒されたCSCE第3
バスケットにおける論議は、社会主義体制崩
壊後、体制の変容に貢献したとの評価を得て
いった。 

本研究が対象とするメディア変容の「第一
期」つまり、東欧旧社会主義国で放送法が制
定されていく 1990 年代中盤の時期は、混乱
期にあった。放送法制定に前後して各国で憲
法やプレス法の改正が行われ、国営放送が公
共放送へ移行し、商業放送が導入された。メ
ディアには外資が参入し、市民の排外感情が
沸き起こった。東西冷戦終焉に先行して 1989
年に EC が採択した「国境のないテレビ放送
に関する命令」は、対象国の混乱したメディ
ア政策（放送政策）に一つの冷静な指針を示
していた点は重要である。 

それでも、世界通信社による支配から衛星
放送の普及、巨大メディア複合企業による世
界市場の 集中化寡占化の進行、過熱する報
道競争、インターネットの普及など、コミュ
ニケーション技術の発達に翻弄されながら、
国際的なニュースの流れの不均衡は依然と
して重要な課題のまま解消に至っていない。  

NWICO 失敗の教訓すなわち、国際的な政策
議論が知的道徳的議論から導かれるのでは
なく、地政学的な力にあるのだとすれば
(Nordenstreng 2012)、メディア技術の発展
に技術決定論的成果を期待するのではなく、
NWICO を巡る地政学からもたらした帰結を冷
静に受け止めて、新たな議論の場となった
WSIS を継承する必要がある（清水 2014）。  
 
(2)EU および EC 時代のメディア政策の再検

討：EU のコンディショナリティと加盟申
請国の対応を中心に 
1994 年のハンガリーによる加盟申請を契

機として、旧東欧諸国の EU 加盟申請が続い
た。メディア領域、特に公共放送は最も重要
な位置を占めるものとされ、基盤整備が進め
られた。 

EU は加盟申請各国の現状を分析・評価し
て方向性を示し、各国への仮題を提示してい
った。EU が求める基準には次のようなものが
ある。即ち「『表現の自由』の保障」、「『国境
のないテレビに関する指令(1989 年、1995 年
指令改正)』を 1998 年 12 月 30 日までに実行
すること」、「国家によるテレビ事業者への権
限の明確化（放送監督機関の整備充実）」、「他
の加盟国からのテレビ番組の受信及び再送

信の自由」、「法的保障の拡充」、「主要イベン
ト（特にスポーツ）への公衆のアクセス」、「欧
州域内制作番組の促進方策」、「欧州域内制作
番組の定義」、「独立制作者の促進」、「テレビ
での映画放映時期」、「テレビ広告」、「テレシ
ョッピング」、「スポンサーシップ」、「未成年
および社会秩序の保護」、「反論権の確保」な
どである。各国はそれぞれの課題と向き合い
ながらメディア状況を改善していった。
UNESCO や CSCE といった過去の多国間協議と
比較すると、EU のコンディショナリティは際
立って強い効力をもたらした。 
加盟申請各国と EU 間で広く議論された要素
には、「名誉棄損が刑法の対象となっている
こと」、「放送監督機関の独立性が確保されて
いないこと」が挙げられる。各国のコンディ
ショナリティ達成度やメディア政策に関す
る交渉の過程には、メディア観を巡る各国の
多様な認識が表出しており、東西冷戦が終結
した後も残る欧州内のメディア観の新たな
類 型 化 に 継 承 さ れ て い る (D.Halin & 
P.Mancini,2012,Comparing Media Systems 
Beyond the Western World)。 
 
(3)国営放送の独占から公共放送・商業放送に

よる並存体制へ移行する過程の諸問題：チ
ェコとセルビアの比較  
国営放送から公共放送への移行にはかつ

ての国営放送に対する恐怖感・嫌悪感の程度
が反映される。公共放送に課せられる義務や
広告放送時間の上限などは、公共放送の自由
度を測る尺度の一つとなる。同時に商業放送
の導入は公共放送の制限と表裏一体をなす。 

チェコとセルビアはかつて、チェコ・スロ
ヴァキア社会主義連邦共和国とユーゴスラ
ビアを構成したが、社会主義崩壊後にチェ
コ・スロヴァキアは穏健にチェコとスロヴァ
キアに分離した一方で旧ユーゴは民族紛争
を引き起こし対照的な歴史を経験した。 
【チェコからの知見】 

例えばチェコでは 1993 年、商業放送に有
利な周波数帯付与政策（連邦共和国時代に使
用されていた国内最大到達周波数帯の付
与・国内政策番組割り当て義務の猶予措置）
が採られたが、外資導入に絡み、免許付与過
程で様々に不透明な政策プロセスが発生し
政治問題が頻発した。 

社会主義体制崩壊に伴い新たに制定され
た放送法は、アナログ地上波放送の規制すな
わち「周波数の希少性」を意図したもので、
デジタル放送への対応に欠けていた。また公
共放送評議会や放送監督機関における党派
性の濃い構成などによっても放送法制定は
紆余曲折を重ねた。 

商業放送の開始によって公共放送の立場
は弱まり財政状態も逼迫している。公共放送
の財源は、実は社会主義時代に既に形成され
ていた「視聴料収入」「広告収入」「国庫支出」
の 3 本柱が主なパターンを引き継いでいる。
である。社会主義体制下も国庫支出を受けな



い公共放送が誕生していた事実は「国営放送」
「公共放送」概念の再検討を促す。 

 
【セルビア：Association of Independent 
Electronic Media, Sasa Mirkovic 氏への
インタビューなどから】 
社会主義時代、旧ユーゴスラビアのメディ

アは他の社会主義国と同様に、放送は国家に
よって所有され、プレスは政党に属する機関
紙であった。また自主路線時代の旧ユーゴで
は、他国に観られない「移動の自由」が享受
されながらも、メディアの機能は社会主義的
論理に基づくものであった。 

ポスト社会主義の時期に入ると、ラジオ、
プレスを中心に多くのメディアが誕生した
が、メディアは依然として社会主義論理に基
づき、報道の独立性も不在であった。メディ
アの財政は政党や組織に依存し、各共和国・
各派のメディアが広める自民族中心主義的
主張は数多くの「正義」を生み出し、民族間
の反目を生み出した。 

民族紛争が激化するミロシェビッチ統治
下には、社会の諸単位が軍事独裁化されメデ
ィアを含む様々な社会組織が破壊された。 

他の東欧各国と比べて旧ユーゴで特徴的
な点は、連邦制下の各共和国で首都（ベオグ
ラード、サグレブ、サラエボなど）を中心と
するテレビネットワークが構築されており、
各共和国間では番組交換が行わるような独
立性がもたらされていたことである。連邦全
体に到達する周波数帯は 2 波あり、プライ
ム・タイムのニュースは旧ユーゴスラビア連
邦の首都ベオグラードで制作されるなど、連
邦国家としての求心性はみられたが、例えば
スロベニアとマケドニア間でテレビ画面に
字幕が必要など、各共和国レベルの融合性は
他の東欧諸国に比して低かった。 

社会主義国のメディアには総じて、共産党
にとっての真実性を追求することが求めら
れる。民族紛争という重大で複雑な事態に際
し、メディアは自らの存立する共和国の立ち
位置から独立した活動が適わなくなる。 

ポスト・ミロシェビッチ時代には、社会的
合意として EU への加盟を目指す方向性が社
会で共有されたが、旧チェコ・スロヴァキア
の移行過程で活況を呈した外資参入は停滞
した。国家再建は、財政が困窮した国家でも
なく、外資による民間勢力でもなく、主に EU
を中心とする先進国からのドネーションに
よってなされるしかなかった。 

民族紛争の経験によって国家再建の時期
が遅れたセルビアの事例から、旧社会主義国
のメディア変容を巡る力学にいくつかのパ
ターンがあることが明示される。メディア変
容の後発国には、東アジアの全体主義国にお
けるメディア変容に近似した態様がみられ
ることが明らかとなる。 
 
(4)移行期のメディアの内容分析  

多様な価値を反映し、マイノリティの尊厳

に配慮した表象を実現することは、メディア
の重要な役割の一つとされるが、旧社会主義
国における移行期のメディアにはステレオ
タイプを強化し伝統的ヘゲモニーや社会的
排除を強化する内容が多くみられる。マイノ
リティが自らを表象する機会は、主流メディ
アでもオールタナティブメディアでも極め
て稀である。各国で制定された放送は、マイ
ノリティへの配慮に欠け、マイノリティ保護
の条項を十分に設けていない。時事問題報道
だけでなく、トークショーやコメディなどの
娯楽番組においても、マイノリティ表象は、
非常にステレオタイプ的（政治的・犯罪・人
間的興味など）である。最も厳しい環境にあ
るのがロマ人で、人口構成比が５％越える国
にあっても、ジャーナリストやアンカーが登
場することはほとんどない。 

「ステレオタイプ化」と「周縁化」はマイ
ノリティの表象に限らず、特定のエスニック
グループに対するあからさまな差別表現や
敵対的表現が報道の中に頻繁に見られる。
1990 年代初頭、メディアの報道は東中欧の民
族紛争において鍵となる役割を果たした。
1991 年のルーマニアおけるハンガリー系住
民とルーマニア人の衝突や、1990 年代の旧ユ
ーゴ崩壊後、ボスニア＝ヘルツェゴビナ、マ
ケドニア、コソヴォにおける民族紛争は、メ
ディアがナショナリズム感情を扇情した結
果である。また、東中欧に蔓延するロマ・ユ
ダヤに対する敵対表現は、特に公共放送で放
映される場合に深刻な問題となる。選挙キャ
ンペーン中の敵対表現やブラック・プロパガ
ンダは、過激な政治的ステレオタイプが長期
的にネガティブな手法で使用された結果、一
般国民の思考に浸透し効力を生み出す。 
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